
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方
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・農業従事者の高齢化が進んでおり、今後さらに担い手不足、農地の荒廃化が予測される。
・新規就農者等が農業を始めたくても、優良農地は空いておらず、営農に適した農地が借りられない。
・労働力が不足しており、技術がある者を雇用するのは難しい状況である。
・住宅が多くなるにつれ、農作業を配慮して行う必要があり、住宅周辺で耕作しにくい農地が増えている。
・異常気象等の影響により農作物へ生理障害や着色不良の発生が起きている。
・野生鳥獣による農作物被害がある。

【地域の基礎的データ】
　主な作物：ぶどう、桃、すもも、柿、なす

・地域の担い手となる認定新規就農者には積極的に農地を貸し出していく。
・基盤整備により生産効率の向上、担い手への農地集積を図り、地域全体の所得増加を目指していく。
・病害虫が蔓延しないよう地域で情報共有を行い、防除を徹底していく。
・温暖化対応品種などに改植を行っていく。
・「4パーミル・イニシアチブ」などの環境に配慮した取り組みにより、温暖化の抑制等に寄与していく。
・世界農業遺産に認定されたこの地域の果樹農業を守り、次世代に継承していく。

区域内の農用地等面積 247

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 220

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

農業振興地域内の農用地区域を農業上の利用が行われる区域とする。ただし、現に農業以外の目的で利用され
ることが計画されている農地は区域に含めないことができる。
また、保全・管理等が行われる区域については、具体的な取組みが計画された場合に設定していく。



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（３）基盤整備事業への取組方針

（１）農用地の集積、集約化の方針

農地中間管理機構を活用し、新規就農者や認定農業者、法人など効率的かつ安定的な農業経営を営む者をは
じめ、多様な担い手へ農用地の集積を進める。

（２）農地中間管理機構の活用方針

農地の貸借については、原則として農地中間管理機構を通じて行う。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出 ⑤果樹等

担い手のニーズを踏まえ、県営土地改良事業及び農地中間管理機構関連農地整備事業を活用し、農地集積の
推進、樹園地の再編整備、農道や用排水路を整備し、農業生産の基盤整備を図る。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

地域内外から、新規就農者、家族経営や法人などの区別なく多様な経営体の確保に向けて、笛吹市農業塾を中
心に就農相談、営農相談、栽培講習会開催など、農業を担う者の受入から定着まで必要となるサポートを一元的
に支援するとともに、農業委員会を中心に農地等に関する相談、紹介・あっせん等の情報提供を行う。また、地域
では、農業を担う者を受け入れるための地域の雰囲気づくり、コミュニティづくりを行う。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

農業機械の貸し出しとオペレーターによる作業受託など農業の分省化を行う

①　市で行っている「有害鳥獣被害防止電気柵等設置費補助金」を利用し、電気柵や防護ネット等の設置を促進
する。また、猟友会等の関係機関と連携し捕獲を推進する。
③　梅沢・日向山地区では、基盤整備後の法面等の管理においてスマート農業を推進していく。
⑦　多面的機能支払交付金事業を活用し、農道、水路等の保全管理を行っていく。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨その他

【選択した上記の取組方針】


